
 
今後の地域医療構想会議の進め方について 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

●都道府県は、本ফ২(30 ফ২)末までに全ての医機関について地ୠ医構想調
整会議において協議を開始し、具体的対応方針について速やかに合意できるよう、個
厌の医機関としての協議を峊開始していない医機関について、平成 29 ফ২の
病床機能報告におけるڲফ後峝平成 ফの病床機能の予定に関すك2025）37
るデータを平成 ফに向けた対応方針と峩なして地ୠ医構想調整会ك2025）37
議で共有し、協議を開始すること。 

 
 

●「経済財政運営と改革の基本方針 2017（平成 29 ফڲ月ڵ日ద議ৠ定ك岤にお
いては、地ୠ医構想の成に向けて、「個厌の病协匷や厷ఌする病床包等の具体
的対応方針の速やかな策定に向けて、２ফங২で厦র的な検討をയ進する岤こと
とされていることを踏まえ、都道府県においては、ফ২この具体的対応方針をとりまと
めること。この具体的対応方針のとりまとめには、地ୠ医構想調整会議において、平
成 ফにおける役割・医機能ごとの病床包について合意を千た全てのك2025）37
医機関の⋇平成 ফをৄྚえた構想厅ୠにおいて叕う峣き医機関ك2025）37
としての役割、②平成 ফに匛つ峣き医機能ごとの病床包を含むものとك2025）37
すること。なお、平成 30 ফ২匆ఋの地ୠ医ஂ厽匫合確৳基সのଦীに勠た峍て
は、各都道府県における具体的対応方針のとりまとめの進捗状況についても考慮する
こととする。 

●峇れ匆勭（勗য়病协、勗的医機関等 2025 プラン対象医機関、構想厅ୠにお
いて叕う峣き医機関としての役割や機能をপきく厭ಌする病协な峓ك匆勭の全ての
医機関については、地ୠ医構想調整会議において、構想厅ୠの医機関の൧
実ౚやల勵の医要の動向を踏まえて、遅くとも平成 30 ফ২末までに平成 37
 。ফに向けた対応方針を協議することك2025）

ৱમگ 

１ 国の方針 

(1) 地ୠ医構想調整会議の進め方 

「地ୠ医構想の進め方について岤（平成 30 ফ 2 月 7 日付け医政地発 0207 第 1
ಀௐেௌ働匚医政ଂ地ୠ医匧厐ୖশৢ半ك௷ხ 

「地ୠ医構想調整会議の卹性৲に向けた方策について岤（平成 30 ফ 6 月 22 日付
け医政地発 0622 第 2 ಀௐেௌ働匚医政ଂ地ୠ医匧厐ୖশৢ半ك௷ხ 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

２ 宇和島構想区域における対応方針 

 
 
１ 勗য়病协、勗的医機関等について 

●ৗ勗য়病协改革プラン峝勗的医機関等 2025 プランを策定し、協議開始済 

２ 峇のの医機関 
●県医対策ୖが、病床機能報告の対象とな峍ている全ての医機関(勗য়病协等

を含む。)を対象に今後の病床機能の方針等に関する調査を検討・実施する予定
 。これを踏まえ、個厌の医機関ごとの取組状況を構想会議で共有するܒ

 
 
 
１ 上記の調査に合わせて今後の方向性を確認する。卭稼働のৃ合は、医機能

峝医జহの確৳等を確認する。 

２ なお、ৗたな病床を有する医機関の開勳ৼはない。 

 
 

●都道府県は、病床機能報告の結果等から、病床が全て稼働していない病棟（過去
１ফに২もো协೩を厓卣しなか峍た病床の峩で構成される病棟をいう。匆ৣ
峂。كを有する医機関をཔしたৃ合には、速やかに、勠ჾ医機関に対し、地
ୠ医構想調整会議へলఆし、⋇病棟を稼働していない৶厩、②勠ჾ病棟の今後
の運৷ৄৢしに関する匧厐についてହするよう卍めること。 

(2)  病床が全て稼働していない病棟を有する医機関への対応 

「地ୠ医構想の進め方について岤（平成 30 ফ 2 月 7 日付け医政地発 0207 第 1
ಀௐেௌ働匚医政ଂ地ୠ医匧厐ୖশৢ半ك௷ხ 

(1) 全ての医機関について地ୠ医構想を踏まえた協議の開始 

(2) 休棟病床への対応 
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